
コンビニエンスストア (令和６年４月１日現在) 

 

・セブンイレブン ・ファミリーマート ・ローソン ・デイリーヤマザキ 

・ヤマザキデイリーストアー ・ニューヤマザキデイリーストア 

・ヤマザキスペシャルパートナーショップ ・ミニストップ ・ポプラ ・生活彩家 

・くらしハウス ・スリーエイト ・セイコーマート ・タイエー 

・ハセガワストア ・ハマナスクラブ  

 

・MMK設置店 (マルチメディアキオスク設置店) 

※マルチメディアキオスクとは、バーコードを読み取ることによって収納手続きを行う、 

株式会社しんきん情報サービスが提供している端末のこと。 

 

※バーコードのないもの、金額が 30万円を超えるもの、コンビニ取扱期限が過ぎているも

の、金額を訂正したもの、延滞金のご納付は、コンビニエンスストアでは取り扱い不可。 


